
等級別福祉制度早見表
特定疾
患（難
病）等

1 2 3 4 5 6 2 3 4 6 3 5 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 1 2 3 4 1 2 3 4 A1 A2 B1 B2 1 2 3

福祉医療（重度心身障がい者（児）医療給
付）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 医療費の一部を給付 4

自立支援医療（更生医療） ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 特定の治療にのみ適用可 5

自立支援医療（精神通院医療） ○ ○ ○ 5

特別障害者手当 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 重度障がい者 20歳以上 6

障害児福祉手当 ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7

長野県心身障害者扶養共済制度 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
障害者を養育する65歳未満の保護者が加
入対象

8

児童扶養手当 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
20歳未満までの障害児を監護養育している
ひとり親等

7

特定疾患患者通院費補助金 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人工透析を受けている方 8

補装具の交付・修理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ 10

日常生活用具の給付 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ 障害種別・等級・所得等による制限あり 10

住宅改良促進事業 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ 65歳以上の場合は要相談 11

タクシー利用料金の助成事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 軽・普通自動車の減免を受けてない方等 12

有料道路通行料金の割引 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 療育手帳A1.A2の方は介護者運転のみが対象 13

自動車改造費の助成 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 障害者本人が運転するために改造する場合 14

自動車運転免許取得の助成 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 14

補助犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）の給付 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 15

信州パーキング・パーミット（障がい者等
用駐車場利用証）制度

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 19

福祉タクシー利用料金の助成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 運賃の1/2に相当する額の助成 15

ＮＨＫ受信料の減免 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 24

障がい福祉サービス ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 26

鉄道運賃の割引 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 16

バス運賃の割引 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 各バス事業者へお問い合わせください 17

国内線航空運賃の割引 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 各航空会社へお問い合わせください 17

携帯電話の割引サービス ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 各社お問い合わせください 24

長野県タクシー協会
各事業者

タクシー運賃の割引 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ※ ※ ※ ｢しげのマツバタクシー｣実施 17

上田税務署 所得税に関する所得控除 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 給与所得者は勤務先の給与担当者へ 21

税務課住民税係 市県民税に関する所得控除 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 21

東信県税事務所
税務課住民税係

自動車税・自動車取得税の減免 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 22

小諸年金事務所 障害厚生年金及び障害手当金 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ 9

市民課国保年金係
小諸年金事務所

障害基礎年金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ 9

市民課国保年金係 後期高齢者医療制度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 65歳以上74歳以下の方で該当者は加入可 4

長野県住宅供給公社
建設課住宅係

公営住宅への入居 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11

子どもサポートセンター 特別児童扶養手当 重度・中度障がい者 20歳未満の児童 7

小児慢性特定疾病医療助成制度 ▲ 6

国が指定する難病医療助成制度 ▲ 生活相談は福祉課 5

各事業所 福祉有償運送サービス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各事業者に直接ご相談ください 18

手話通訳・要約筆記奉仕員の派遣 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 身体障害者手帳をお持ちの方対象 25

点訳・朗読奉仕員の派遣 ▲ ▲ 重度の視覚障害者対象 25

声のたより ◎ ◎ 25

東御図書館 大活字本の貸出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 25

上田点字図書館 点字図書の貸出 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 25

郵便局 青い鳥郵便葉書の無料配布 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 25

視覚 聴覚 平衡
音声・言
語・そ
しゃく

上肢 下肢 体幹

内部（心臓、じん
臓、呼吸器、ぼう
こう又は直腸、小
腸、肝臓）

免疫 知的障がい 精神障がい

問合せ先 制　　度 備　　考

福
祉
の
し
お
り

各事業者

上田保健福祉事務所

東御市社会福祉協議会

福祉課
共生社会推進係

◎……は該当するもの　　○……は該当するが、制度を受けるには、所得の制限がある　　▲……等級的に該当するが、その他の要件がある


